
◇消費生活相談件数

◇年代別件数 ◇主な契約のきっかけ別件数

◇商品・役務別ランキング（令和6年4月～7月受付分）

◇相談事例

～令和６年９月　涼秋号～

1位 18

1位 18

2位 16

3位 14

役務その他サービス
スマホに「ウイルス感染」と警告画面が表示され、驚いて同意ボタンを押してしまった。個人
情報の漏えいが心配だ。

化粧品
インターネット通販で、お試しのつもりで美容液を注文したら定期コースだった。事業者に解
約の電話をかけているがつながらない。

工事・建築
「屋根が傷んでいるのが見えた」と、突然リフォーム業者が来て工事を勧められた。不安にな
り契約したが、高額なのでクーリング・オフしたい。

商品一般
クレジットカードの利用明細に身に覚えのない請求が含まれていた。カードが不正利用された
ようなので返金してほしい。

4月～7月

電話で商品やサービスの勧誘等をする
もの。

電話勧誘

30

点検商法

13点検と称して来訪し事実と異なることを言って
商品やサービス等を契約させる商法。

SNSをきっかけとして商品やサービスの
勧誘等をするもの。

定期購入

29一定の金額を払うことで定期的に商品
を購入する契約。

SNS
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参考情報

国民生活センター
給湯器の点検にご注意ください



◇消費生活相談件数

◇年代別件数 ◇主な契約のきっかけ別件数

◇商品・役務別件数　年代別上位5位
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5,472

1.工事・建築…157件

2.化粧品…150件

3.商品一般…136件

4.役務その他

サービス…105件

5.健康食品…77件

4月～7月

点検と称して来訪し事実と異なることを言っ
て商品やサービス等を契約させる商法。

428
定期購入

一定の金額を払うことで定期的に商品を購
入する契約。

557
ＳＮＳ

SNSをきっかけとして商品やサービスの勧
誘等をするもの。

439

242
点検商法

電話勧誘

電話で商品やサービスの勧誘等をするも
の。
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